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「相談支援の質の向上に向けた検討会」（第６回～第９回） 

における議論の取りまとめ 

 

平成 31年４月 10日 

 

１ 相談支援の質の向上に向けた取り組みの経緯  

（１） 相談支援の質の向上に向けた検討会（平成 28 年３月〜７月）における

取りまとめ 

平成 27年 12月に社会保障審議会障害者部会によりとりまとめられた「障

害者総合支援法施行３年後の見直し」において、相談支援の取組に関するさ

らなる体制整備と相談支援専門員の質の向上が必要であることが指摘され

たことを受け、平成 28 年３月～７月に「相談支援の質の向上に向けた検討

会（第１回～第５回）」（以下「検討会」という。）が実施された。 

検討会では、相談支援専門員の資質の向上の在り方に関する課題と相談支

援体制の在り方に関する課題について協議が行われその結果が取りまとめ

られた。 

特に、相談支援専門員の役割については、「障害児者の自立の促進と障害

者総合支援法の理念である共生社会の実現に向けた支援を実施することが

望まれている。そのためには、ソーシャルワークの担い手としてそのスキル・

知識を高め、インフォーマルサービスを含めた社会資源の改善及び開発、地

域のつながりや支援者・住民等との関係構築、生きがいや希望を見出す等の

支援を行うこと」が求められるとされ、更に「将来的には、相談支援専門員

は障害者福祉に関する専門的知見や援助技術の習得のみならず、社会経済や

雇用情勢など幅広い見識や判断能力を有する地域を基盤としたソーシャル

ワーカーとして活躍すること」が期待されるとされた。 

上記に示された役割を担うための人材育成の在り方については「相談支援

専門員一人一人の資質の向上を図るべく、これまで実施されている『初任者

研修』及び『現任研修』のカリキュラムの更なる充実」とより効果的な人材

育成が図られるよう、例えば次期研修までの間に基幹相談支援センターにお
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いてインターン研修や個別指導を受けるなどの実地研修（ＯＪＴ）を組み込

む」ことが必要との方向性が示された。 

       

（２） 厚生労働科学研究によるカリキュラム検討及びモデル研修の開発 

 検討会で示された方向性を受け、平成 28・29 年度厚生労働科学研究にお

いて「相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究」が実施さ

れた。 

 当該研究では、相談支援専門員が業務を遂行するために必要な専門的能力

を明らかとした。特に、「相談支援専門員にはサービス等利用計画作成を中

心としたアセスメント及びプラン作成能力に加えた、他職種との連携・調整

する力、チームアプローチのためのネットワーク形成力、利用者の主体性を

引き出す力が必要」であることが明確となった。さらに、それらの能力を修

得するための相談支援従事者研修の進め方を分析し、モデル研修の開発を行

った。 

 開発されたモデル研修は、初任者および現任研修ともに、演習による実践

的な能力の修得が重要として、それぞれ演習に係るプログラムが拡充された

ものとなった。それにより、初任者研修はこれまでの 31.5時間が 42.5時間

に、現任研修は 18時間が 24時間に拡大することが提案された。 

 

（３） 相談支援専門員の要件に関する厚生労働省告示及び障害保健福祉部長

通知への意見 

厚生労働科学研究の結果に基づき、相談支援専門員の要件に関する厚生労

働省告示における研修の内容及び時間数についての改正案並びに障害保健

福祉部長通知において示す標準カリキュラム案を作成し、平成 30 年３月に

開催された社会保障審議会障害者部会において、その内容について報告を行

った。それに対し、障害当事者団体より研修項目及び障害当事者の負担軽減

等について意見が示されたことから、改めて平成 30年 10月に開催された社

会保障審議会障害者部会において当該意見の取り扱いについて議論が行わ

れた。これを受け、各都道府県における研修の円滑な実施に当たり、これま
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での検討結果を踏まえ、必要な研修項目及び時間数の調整、研修受講におけ

る障害当事者への配慮事項等について検討を行うため、「相談支援の質の向

上に向けた検討会」を再び開催することとした。 

 

２ 相談支援従事者研修制度改定における課題 

相談支援従事者研修制度の改定おける課題として、研修の具体的内容を示

す標準カリキュラム案の内容、研修実施における各都道府県での格差是正、障

害当事者の研修への「アクセス」、カリキュラム検討及びモデル研修開発プロ

セスの観点から検討会の各構成員から以下のような意見が示された。 

（１） 標準カリキュラム案の内容について 

 相談支援従事者初任者研修及び現任研修の実施要綱（障害保健福祉部長通

知）における標準カリキュラム案の内容について述べられた意見を各講義及

び演習の項目ごとに整理を行った。 

 

１）相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム（案） 

① 障害児者の地域支援と相談支援従事者の役割に関する講義 

ア 相談支援の目的 

○ 人間の尊厳の理解について強調すべき 

○ 障害当事者による自己選択、自己決定の重要性について強調すべき 

○ 相談支援の基本的考えは障害者の権利に関する条約の趣旨と踏まえる

ことについて明確化すべき 

○ 障害者の権利に関する条約を踏まえ、医学モデルから社会モデルへのパ

ラダイムシフトやインクルーシブ社会の構築などについて強調すべき 

○ 障害者総合支援法に関して社会的障壁の除去に資することについて強

調すべき 

○ 障害者総合支援法と介護保険法の違いについて強調すべき 

○ 障害者基本計画を踏まえたカリキュラム内容であるべき 

○ 支援の目的としてエンパワメントの重要性を強調すべき 

障害者が置かれている立場について各障害特性を踏まえて理解を深め
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るべき 

イ 相談支援の基本的視点（障害児者支援の基本的視点） 

○ 基本相談（本人中心支援、エンパワメント支援、意思決定支援、セルフ

プラン支援）について強調すべき 

○ 当事者のリカバリーの視点の重要性について強調すべき 

○ 障害のある人もない人も平等に生きられる社会を目指すために社会モ

デルや社会的障壁の除去等の重要性について強調すべき 

○ 支援の基本的な視点として障害の社会モデルについて強調すべき。 

○ 意思決定支援については意思形成と意思表明の要素が含まれることを

明確にすべき 

○ 本人が持つ言語的手段やその背景についての理解の視点を加えるべき 

○ 障害者への支援は当事者を取り巻く関係性により大きな影響を受ける

ことについて強調すべき 

○ 家族支援の重要性についての視点を加えるべき 

○ 発達過程にある児童期の支援の重要性について盛り込むべき 

ウ 相談支援に必要な知識・技術 

○ ソーシャルワークにおけるエンパワメントの重要性について強調すべ

き 

○ 基礎的面接技法及びコミュニケーション技法の獲得について追記すべ

き 

○ コミュニティワークや地域マネジメントの知識、連携技術の修得につい

て明確化すべき 

○ 有効性のあるソーシャルアクションを展開するためにピアスーパービ

ジョンについて位置づけるべき 

○ 障害による意思疎通の質的違い（知的障害や自閉スペクトラム症等）の

基本を理解することについて追記すべき 

○ 障害特性を認識、背景を考察する上での対人援助スキルを学ぶことにつ

いて追記すべき 

② 相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義 
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ア 相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス 

○ 本人中心のサービス等利用計画作成の基本的知識と技術（セルフマネジ

メントへの支援を含む）の獲得を目指すべき 

○ モニタリングの重要性について強調すべき 

○ 各障害特性の理解のための知識についての獲得を含めるべき 

○ ケアマネジメントについてストレングスモデルについて強調すべき 

○ 意思疎通に困難を有する障害児者（知的障害者や自閉スペクトラム症等）

の場合のアセスメントとニーズ把握の基本的な注意点の把握と技術の

修得が必要 

イ 相談支援における地域への視点 

○ 家族支援の視点について追加すべき 

○ （障害者基本計画に基づく）相談支援体制の構築の内容を反映させるべ

き（身近な地域で相談支援を受けられる、障害当事者の支援の必要性に

応じた適切な支給決定の実施、基幹相談支援センターの設置促進、協議

会の設置促進及び活性化、関係機関間のネットワークの形成及びその活

用の促進、家族支援、ピアサポーターの育成、ピアカウンセリング、ピ

アサポート等の活動の有効性） 

○ 重層的相談支援体制に障害当事者の相談支援専門員の所属するエンパ

ワメント相談支援事業所についての必要性を理解し、当事者視点につい

て学ぶこと、体制づくりを意識することについて明確化すべき 

○ 障害当事者等により組織される団体等との連携を図ることの必要性に

ついての理解を含めるべき 

○ 事業所所在地域以外の社会資源についても把握することを促すべき 

○ 市町村が実施すべき制度が行われていない場合、市町村への働き掛けの

実施方法などを含むべき 

○ 教育機関との連携の重要性と具体的な連携対象等について明確化し、盛

り込むべき 

③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童

福祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義 
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ア 障害者総合支援法及び児童福祉法の理念・現状とサービス提供のプロセ

ス及びその他関連する法律等に関する理解 

○ 介護保険制度対象の障害者が利用できるサービスについて盛り込むべ

き 

○ 必要な社会資源の創造（エンパワメントを意識した社会資源の利用と開

発）、社会資源及びサービスの理解（介護保険との共通点と相違点）に

ついて強調すべき 

○ 障害のある高齢者に係る施策については、条約の理念も踏まえつつ、高

齢者施策との整合性に留意して実施していく必要がある 

イ 障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援の基本 

○ 障害者権利条約批准後の第４次障害者基本計画を踏まえたカリキュラ

ムであること 

④ ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習 

ア 相談支援の実際 

○ 基本相談支援の重要性について強調すべき 

○ ニーズ把握における意思決定支援の在り方、ニーズの引き出しが重要で

あることを明確化すべき 

○ 障害による意思疎通の質的違い（知的障害者や自閉スペクトラム症等）

に留意した技術の獲得について盛り込むべき 

○ ストレングスモデルの視点について強調すべき 

○ 相談支援の終結とセルフプランへの移行の重要性について明確化すべ

き 

イ 実践研究 

○ エンパワメントの視点を盛り込むことについて明確化すべき 

ウ 相談支援の基礎技術に関する実習 

○ 意思疎通に困難を有する障害児者への支援体験を実習に含むべき 

 

 ２）相談支援従事者現任研修標準カリキュラム案について 

① 障害福祉の動向に関する講義 
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○ 介護保険制度対象の障害者が利用できるサービスの理解について盛り

込むべき 

② 相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する講義 

○ 障害の理解に当たっては社会モデルを基本とし、医学モデル支援の位置

づけを実践の振り返りから確認することについて追記すべき 

③ 相談支援に関する講義及び演習 

○ 関係性の理解、自他尊重などについての自己覚知の必要性について追記

すべき 

○ 障害当事者である相談支援専門員（エンパワメント相談支援）との連携

体制の必要性、連携意義について具体的に検討することについて追記す

べき 

 

（２） 研修実施における各都道府県での格差是正について 

  都道府県ごとに研修の実施内容及び質について格差が生じている状況に対

して以下のような意見が述べられた。 

○ 研修を実施する各都道府県によって研修内容や質に格差が生じている

ため、共通テキスト等を開発し、研修実施の内容にずれが生じないよう

にするべき 

○ 研修の講師に障害当事者が適切に加わるべき 

 

（３） 障害当事者の研修への「アクセス」について 

 相談支援従事者研修標準カリキュラムの改定に伴う障害当事者の研修受

講に際して生じる課題について以下のような意見が述べられた。 

○ 障害の有無にかかわらず、研修へのアクセスを平等にし、研修の運用の

在り方自体が差別にならないようにするべき 

○ 研修内容の充実に伴う総時間数増により、障害当事者の体力的・時間的

な受講の困難さに配慮するべき 

○ 講義、演習、実習の時間や内容のバランスについて配慮すべき 

○ 障害の有無にかかわらず、研修の受講しやすさについて配慮すべき 
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・ 録画（ＤＶＤ）や eラーニングを活用し自宅や事業所での講義の受講と

受講後のレポート提出による対応 

○ 障害当事者が相談支援専門員となることの重要性を前提とし、障害当事

者が参加できる時間数でカリキュラムが組まれるべき 

○ 研修実施に当たっては、聴覚障害者や視覚障害者への事前資料の配付等

に配慮すべき 

 

（４） カリキュラム検討及びモデル研修開発プロセスについて 

 相談支援従事者研修標準カリキュラムの検討やモデル研修の開発におけ

る障害当事者の参画について以下のような意見が述べられた。 

○ カリキュラム改定の議論自体に当事者が参加すべき  

 

３ 相談支援従事者研修制度改定において配慮すべき事項 

（課題に対する対応） 

（１）標準カリキュラム案の内容と地域間格差の是正について 

相談支援従事者研修標準カリキュラム案の内容については各構成員の意

見を反映し、別紙 障害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施

について（案）」に示す相談支援従事者研修事業実施要綱（案）別表にある

相談支援従事者初任者及び現任研修標準カリキュラム（座長）案としてとり

まとめた。また、各都道府県における研修の内容及び質の地域間格差の是正

等については以下のように対応を行う。 

○ 地域間格差の発生を可能な限り是正するために、必要な講義については

共通テキストを作成し、使用を促すとともに、各都道府県で実施する研

修内容の実施状況について確認する 

○ 障害当事者が講師を担当することがより効果的な講義については、研修

実施のためのガイドライン等により積極的な登用を促す 

 

（２）障害当事者の研修参加に係る配慮について 

 研修受講に係る障害当事者の研修参加に係る配慮については、相談支援従
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事者実施要綱において以下の項目を示すことにより、各都道府県の研修実施

主体に合理的配慮等の実施の検討を促す。 

○ 重度の障害を持つ受講者等短期間での連続的な研修受講が困難な場合に

は、以下のような合理的配慮の実施について各都道府県における検討を

行う。 

・ 初任者研修カリキュラムにおける講義部分については、録画教材（Ｄ

ＶＤ等）の視聴等を行い、レポートを課す 

・ 最長 24ヶ月を上限として、年度を越えた長期履修によることも差し支

えないものとする 

・ 初任者研修における演習の一部については共通で実施するが、事例の

持ち寄り以降の内容については、基幹相談支援センターや当該受講者

の所属事業所等において、都道府県により研修の指導者と認められた

者の指導の下、一連の演習等の内容に相当するスーパーバイズ等を受

けることにより、全カリキュラムを修了したものとみなす。 

○ 聴覚障害のある受講者に対しては、事前の研修資料の提供や手話通訳、

パソコン通訳等必要な情報保障を行うこと 

○ 視覚障害のある受講者に対しては、資料の点字版の準備や事前のテキス

トデータの提供、講義中に図表の解説などを行う人的配置等必要な情報

保障を行うこと 

○ 障害のある受講者も利用しやすい環境が確保されるよう研修会場及び宿

泊施設等の配慮を行うよう努めること 

 

また、検討会の取りまとめに際して、以下のような意見もあった。 

○ 自宅や事業所等での録画教材による講義受講については、受講後にレポ

ートを提出するのみではなく、何らかの評価を行うべきでないか 

○ 視覚障害のある受講者に対する資料の点字版については、研修事務局が

容易に準備をできるような事業者についての情報提供など配慮が必要 

○ 将来的には、障害当事者の身体的な負担が過度にならないために研修の

実施日程についても配慮が必要 
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○ 研修実施のためのガイドライン等による合理的配慮についてのさらに具

体的な例示が必要 

○ 各自治体における適切な合理的配慮の実施に関するモニタリングが必要 

 

（３）標準カリキュラム等の改善のための検証及び統一的研修資料の開発につ

いて 

   今後、障害当事者等の意見を踏まえた標準カリキュラムの内容等の適切

な普及を図る観点から以下のように対応を行う。 

○ 厚生労働省が実施する相談支援従事者指導者養成研修の開催に当たり、

相談支援従事者指導者養成研修検討委員に障害当事者委員を増員し研修

内容等の検討を行うこととする 

○ 相談支援従事者指導者養成研修検討会等において、標準カリキュラムの

内容、共通テキスト及び研修資料の在り方について、都道府県における

研修の実施状況等を踏まえ、必要に応じ継続的に検証する機会を設ける

こと 

 

４ 結びに 

これまで４回に渡り、相談支援の質の向上の検討会を開催し、障害当事者

の参画を得て検討を重ね、多くの指摘、意見、要望等をいただき、標準カリ

キュラム等の修正を図ってきた。 

これらの内容について、相談支援専門員の要件に関する厚生労働省告示、

相談支援従事者研修の実施に係る障害保健福祉部長通知に反映した上で、社

会保障審議会障害者部会への報告を行う。その後、2020年度から新たな制度

の下において相談支援専門員が養成されることを目指し、2019年度の早期の

告示及び通知の発出に向けて所用の手続き等を行うこととする。 

また、今後も、障害当事者、有識者、相談支援専門員等の意見を踏まえ、

検討会及び厚生労働科学研究等で、研修制度の質の向上、運用の適正化につ

いての検証及び検討を必要に応じて継続的に実施していくことが必要である。 
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（別紙） 

障 発 第 0421001 号

平成 18 年 4 月 21 日 

一部改正 障発第 0725001 号 

平成 19 年 7 月 25 日 

一部改正 障 発 第 0 6 2 6 0 0 1 号

平成 20 年 6 月 26 日 

一部改正 障発第 1026 第 1 号 

平成23年10月26日 

一部改正 障発第 0702 第 6 号 

平成 24 年 7 月 2 日 

一部改正 障発第 0329第 17号 

平成 25年 3月 29日 

一部改正 障発第 ○○○第 ○○号 

○年 ○ 月 ○日 

 

都道府県知事 
各 殿 

指定都市市長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

相談支援従事者研修事業の実施について（案） 

障害者ケアマネジメントの従事者に対する研修事業については、これまでは「障害者ケ

アマネジメント体制支援事業の実施について」（平成１５年５月２８日障発第０５２８０

０１号本職通知）等に基づき実施し、その充実を図ってきたところであるが、今般、障害

者自立支援法（平成１７年法律第１２３号。平成２５年４月からは障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律）の実施に伴い、相談支援事業が市町村の行う地

域生活支援事業として位置づけられ、また、指定相談支援に従事する者については、相談
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支援従事者研修の受講が要件となることから、別紙のとおり「相談支援従事者研修事業実

施要綱」を新たに定め、平成１８年４月１日から実施することとしたので、関係機関等に 

対し本事業を周知するとともに、本事業の円滑な運営について特段のご配慮をお願いする。 

なお、これに伴い、「障害者ケアマネジメント体制支援事業の実施について」（平成１

５年５月２８日障発第０５２８００１号本職通知）は廃止する。 
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（別紙） 

相談支援従事者研修事業実施要綱（案） 

１ 目的 

地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、

就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得すること及

び困難事例に対する支援方法について助言を受けるなど、日常の相談支援業務の検証を

行うことにより相談支援に従事する者の資質の向上を図ることを目的とする。 

２ 実施主体 

事業の実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指定した研修事業者（以下「指定研

修事業者」という。）とする。 

３ 実施内容 

（１）相談支援従事者初任者研修 

① 研修対象者 

相談支援事業に従事しようとする者 

② 研修内容等 

標準的な研修カリキュラムは、別表１のとおりであり、この内容以上のものと

する。また、国が行う相談支援従事者指導者養成研修を修了した者を中心として

実施する。 

（２）相談支援従事者現任研修 

① 研修対象者 

指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の経験を有

する者 

② 研修内容等 

標準的な研修カリキュラムは、別表２のとおりであり、この内容以上のものと

する。また、国が行う相談支援従事者指導者養成研修を修了した者を中心として

実施する。 
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（３）専門コース別研修 

① 研修対象者 

上記（２）の研修対象者 

② 研修内容等 

標準的な研修カリキュラムは、別表４のとおりであり、この内容を参考に実

施するものとする。また、国が行う相談支援従事者指導者養成研修を修了し

た者を中心として実施する。 

４ 修了証書の交付 

（１）都道府県知事は、研修修了者に対して別紙１の様式により、修了証書を交付す 

るものとする。 

（２）指定研修事業者は、研修修了者に対して別紙２の様式により、修了証書を交付す 

るものとする。 

５ 修了者名簿の管理 

（１）指定研修事業者は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、連

絡先等必要事項を記載した名簿を作成し、個人情報として十分な注意を払った上 

で管理するとともに、作成後遅滞なく指定を行った都道府県知事に提出するもの 

とする。 

（２）都道府県知事は、研修修了者について、修了証書番号、修了年月日、氏名、連

絡先等必要事項を記載した名簿を作成するとともに、指定研修事業者から提出さ 

れた名簿と併せて、個人情報として十分な注意を払った上で都道府県の責任にお 

いて一元的に管理するものとする。 

６ 事業報告書の提出 

事業の実施状況等については、別途通知する様式により事業報告書を提出すること。 

７ 実施上の留意点 

（１）研修の時間帯、曜日については、各都道府県の実情に応じて受講者が受講しやす 

いよう適宜配慮をすること。 

（２）事業実施上知り得た研修修了者に係る秘密の保持については、厳格に行うこと。 

（３）障害のある受講者等への配慮 

ア 重度の障害を持つ受講者等短期間での連続的な研修受講が困難な場合には、以

下のような合理的配慮の実施について検討すること。 

 （ア）視聴覚教材の活用 

   別表１に示す「１．障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理

責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義（５時間）」、「２．
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相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義（３時間）」、「３．

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福

祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義（３時間）」につい

て、録画（DVD）の視聴等を行い、視聴後にレポートを作成し研修事務局等に

提出する。 

（イ）長期履修 

   最長24ヶ月を上限とし、年度を越えた長期履修によることも差し支えない

こと。 

（ウ）基幹相談支援センター等での履修 

別表１に示す「１．障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理

責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する講義（５時間）」、「２．

相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義（３時間）」、「３．

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福

祉法の概要並びにサービス提供のプロセスに関する講義（３時間）」「４．

ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習（31.5時間）のうち相談支

援の実際（12時間）」までを履修した者については、基幹相談支援センター

や当該受講者の所属事業所等において、都道府県により本研修の指導者と

認められた者の指導の下、上記カリキュラム以降の一連の演習等の内容に

相当するスーパーバイズ等を受けることにより、全カリキュラムを修了し

たものとみなす。 

イ 聴覚障害のある受講者に対しては、事前の研修資料の提供や手話通訳、パソコ

ン通訳等必要な情報保障を行うこと。 

ウ 視覚障害のある受講者に対しては、資料の点字版の準備や事前のテキストデ

ータ提供、講義中に図表の解説などを行う人的配置等必要な情報保障を行うこ

と。 

（注）上記の配慮を行うにあたっては、原則として事前に期日を決めた配慮申請を

受けることとするが、期日を過ぎた後になされた申請であっても、都道府県

等において過度の負担にならない範囲で建設的対話を通じた配慮を行うこと。 

エ 障害のある受講者も利用しやすい環境が確保されるよう研修会場及び宿泊施

設等の配慮を行うよう努めること。 

（４）その他 

受講者に対し、人間の尊厳、人権の尊重について理解させるように努めること 

 



16 

 

８ 研修会参加費用 

研修会参加費用のうち、資料等に係る実費相当部分、研修会場までの受講者の旅費及

び宿泊費については、受講者（所属する指定障害福祉サービス事業者を含む。）が負担

するものとする。 

９ 研修事業者の指定 

都道府県知事による研修事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けよ

うとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道

府県知事が行う。 

（１）事業実施者に関する要件 

ア 研修事業の実施者は、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力

及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。 

イ 研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業

の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 

（２）事業内容に関する要件 

ア 研修事業が、本要綱に定める内容に従い、継続的に毎年１回以上実施されるこ

と。 

イ 研修カリキュラムが、別表１から４に定めるカリキュラムの内容に従ったも

のであること。 

ウ 講義を担当する講師について、職歴、資格、実務経験、学歴等に照らし、適切

な人材が適当な人数確保されていること。 

特に初任者研修標準カリキュラムにおける「２ ケアマネジメントの手法に関す

る講義」の講師及び「４ ケアマネジメントプロセスに関する演習」を統括する者

については、相当の経験を有する相談支援専門員を充てることを要件とする

（その他の講義、演習については、相談支援専門員の役割について相当の知見

を有する者、行政職員等を充てることとする。）。 

（３）研修受講者に関する要件 

ア 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らか

にした学則等を定め、公開すること。 

① 開講目的 

② 研修事業の名称 

③ 実施場所 

④ 研修期間 

⑤ 研修カリキュラム 

⑥ 講師氏名 

⑦ 研修修了の認定方法 

⑧ 開講時期 

⑨ 受講資格 

⑩ 受講手続（募集要領等） 

⑪ 受講料等 
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イ 研修への出席状況等研修受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。

（４）その他の要件 

ア 研修事業の実施者は、事業運営上知り得た研修受講者に係る秘密の保持につ

いて、十分留意すること。 

イ 研修事業の実施者は、研修受講者が演習において知り得た個人の秘密の保持に

ついて、受講者が十分に留意するよう指導すること。 

10 研修事業者の指定申請手続等 

（１）本事業の指定を受けようとする者は、次に掲げる必要事項を記載した指定申

請書を事業実施場所の都道府県知事に提出するものとすること。 

ア 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並

びにその代表者の氏名及び住所） 

イ 研修事業の名称及び実施場所 

ウ 事業開始予定年月日 

エ 学則等 

オ カリキュラム 

カ 講義及び演習を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別 

キ 研修修了の認定方法 

ク 事業開始年度及び次年度の収支予算の細目 

ケ 申請者の資産状況 

コ その他指定に関し必要があると認める事項 

（２）申請者が法人であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添付する

ものとすること。 

（３）本事業の指定を受けた者は、指定を行った都道府県知事に対し、毎年度、あら

かじめ事業計画を提出するとともに、事業終了後速やかに事業実績報告書を提出

するものとすること。 

（４）本事業の指定を受けた者は、申請の内容に変更を加える場合には、指定を行っ

た都道府県知事に対し、あらかじめ変更の内容、変更時期及び理由を届け出るも

のとし、（１）のオからキの事項に変更を加える場合にあっては、変更について

承認を受けるものとすること。 

（５）本事業の指定を受けた者は、事業を廃止しようとする場合には、指定を行った

都道府県知事に対し、あらかじめ廃止の時期及び理由を届け出、指定の取消しを

受けるものとすること。 

11 経費の補助 

国は、都道府県が研修を実施する場合に限り、都道府県に対し、本事業に要する経費

について、別に定めるところにより補助するものとする。 
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（別表１） 

相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム（座長）案 

 

科 目 獲得目標 内 容 時間数 

１,障害児者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に関する

講義（５時間） 

相談支援（障害児

者支援）の目的 

 

人間の尊厳、基本的人権の

尊重のための支援の意味

と価値を理解する。 

 

また、利用者理解、利用者

の自己選択・自己決定の重

要性について理解すると

ともに、障害児者の地域で

の生活の実情について理

解する。 

 

相談支援の基本的考えは、

障害者の権利に関する条

約の趣旨に基づくべきこ

とを理解する。 

 

 障害者の権利に関する条約（以下「CRPD」とい

う。）、障害者基本法及び障害者基本計画、障害

者差別解消法、障害者総合支援法及び障害福祉

計画、障害者虐待防止法、の趣旨等を踏まえ、

障害者が基本的人権を享有するかけがえのない

個人としての尊重にふさわしい日常生活又は社

会生活を営むことを出来るために生活支援が実

施されること、また、障害者は必要な支援を受

けながら自らの決定に基づき社会に参加する主

体であることについて理解するための講義を行

う。 

 講義等を実施する上では、障害児者が置かれている

立場の理解を深めるために、精神障害（発達障害、

高次脳機能障害を含む）、内部障害、知的障害、聴

覚障害、視覚障害、肢体不自由、難治性疾患など、

多様な障害をもつ当事者による講義等、地域の実情

に合わせた工夫を行う。 

 

講義 

1.5時間 

相談支援の基本的

視点（障害児者支

援の基本的視点） 

 

 

 

エンパワメント及び本人を

中心とした（本人の選択・

決定）支援を実施するにあ

たり、相談支援（障害児者

支援）の基本的な姿勢につ

いて理解する。 

 

利用者又は障害児の保護者

（以下「利用者等」という。）

の意思及び人格を尊重し、

常に当該利用者等の立場に

立って行われるものでなけ

ればならないことを理解す

る。 

 

 障害者ケアガイドライン等を活用し、障害者へ

の生活支援の重要な視点として①共生社会の実

現（ソーシャルインクルージョン） 、②自立と

社会参加、③当事者主体（本人中心支援）、意思

形成及び表明の支援（意思決定支援）、④地域に

おける生活の個別支援、⑤エンパワメント、⑥

セルフケアマネジメント、⑦リカバリー、⑧ス

ティグマなどについて理解するための歴史的経

緯を踏まえた講義を行う。 

 障害児者の生活支援に当たっては障害の社会モ

デルを基本とし、その一部に必要に応じて医学

モデル支援があることを理解するための講義を

行う。加えて、障害者総合支援法に基づく支援

と介護保険に基づく支援の異同と相互補完関係

を理解する。 

 バイスティックの 7 原則（注１）等を活用し、

相談支援に従事する者に共通する基本態度、行

動規範を理解し、持つべき倫理を理解するため

の講義を行う。 

 意思形成及び表明の支援における利用者理解の

重要性について、CRPD 第 12 条にも基礎づけつ

つ「障害福祉サービス等の援助に係る意思決定支

援ガイドライン」等を活用した講義を行い、相談支

援の終結先としてのセルフケアマネジメントを理

解する。また、意思形成及び表明の支援において

障害のある相談支援専門員によるインテークやア

セスメントの重要性を理解する。 

 CRPD第 16条にも基礎づけつつ、障害児者の虐待

のリスク要因や、家族や専門家の共依存に関す

る講義を行う。また、精神障害者、発達障害者

や知的障害者等に対する拘束をなくすための国

際的なベストプラクティスを理解する。 
 CRPD第 2条、9条、21条及び 24条に基礎づけつつ

講義 

2.5時間 
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本人が持っている言語手段やその背景を理解する。 

 障害児者の地域生活において、ＩＣＦの視点をも

とに人的支援、環境整備、経済基盤支援、家族

支援、医療、教育などの支援についての実情を

具体的に理解する。 

 CRPD第 7 条、24 条に基礎づけつつ、機会の平等

とインクルーシブ教育の両面から、特に発達過

程にある児童期の支援の重要性を理解するため

の講義を行う。 

 

相談支援に必要な

技術 

本人を中心とした（本人の

選択・決定）支援を実施す

るにあたり、獲得すべき支

援技術について理解する。 

 

 個人、集団、地域、社会及び制度等に焦点を当

てた視点等を含む地域を基盤としたソーシャル

ワークの理論と基礎的面接技法及びコミュニケ

ーション技法を含む相談支援技術の基礎につい

て講義を行う。 

 ケースワーク、グループワーク、コミュニティ

ソーシャルワークの各技術、カウンセリングや

ケアマネジメント、ネットワーク、コンサルテ

ーション、ソーシャルアクション及びスーパー

ビジョン等の相談支援に従事する者として獲得

が必要な支援技術について理解する。 

 相談支援に従事する者が、燃えつきや巻き込ま

れに陥ることなく従事者が持つ多様性（障害の

有無、年代、ジェンダーなど）を生かした支援

を行うために、ピアスーパービジョンが重要で

あることを理解する。 

 事例研究などによる経験から学ぶ省察的思考の

必要性について理解する。 

 真意の確認において特別な配慮を要する障害者

（知的障害児者や自閉スペクトラム症者等）と

のコミュニケーションの基本を理解する。 

 障害特性を認識、背景を考察するための対人援

助のスキルを学ぶ。 

 

講義 

１時間 

２,相談支援におけるケアマネジメントの手法に関する講義（３時間） 

相談支援におけるケ

アマネジメントの手

法とプロセス 

 

本人を中心とした（本人の

選択・決定を促す）ケアマ

ネジメントのプロセスと必

要な技術の全体像について

理解する。 

 

 本人を中心としたケアマネジメント（ストレン

グスモデル）の目的、意思決定に配慮した一連

のプロセスについて、具体的な計画相談支援等

の事例を用いて講義を行う。 

 意思疎通に困難を有する障害児者（知的障害児

者や自閉スペクトラム症者等）の場合のアセス

メントとニーズ把握の基本的な注意点と技術

を理解する。 

 相談支援専門員とサービス管理責任者、児童発

達支援管理責任者、サービス提供責任者との具

体的な連携のあり方について理解し、個別支援

計画等は、サービス等利用計画等に記載された

総合的な支援の方針やニーズ、目標等に基づき

作成され、適切なサービス提供のためには両計

画の連動が重要であることを理解する。 

 ケアマネジメントにおける社会資源の活用、他

職種連携、チームアプローチ、不足している社

会資源の創設の重要性について留意する。 

 

講義 

1.5時間 

相談支援におけ

る家族支援と地

域資源の活用へ

の視点 

各相談支援事業の役割と

機能を理解し、相互が連

携することにより地域に

おいて効果的な相談支援

 指定特定相談支援事業、指定一般相談支援事

業、地域生活支援事業による相談支援事業（障

害者相談支援事業、基幹相談支援センター、専

門性の高い相談支援事業等）の各役割と機能、

講義 

1.5時間 
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体制が構築されることを

理解する。 

相談支援において地域資

源を把握しネットワーク

を構築することの重要性

について理解する。 

（自立支援）協議会の目

的、仕組み、機能について

理解する。 

 

相互の連携並びに重層的な体制を構築するこ

との重要性についての講義を行う。 

 重層的相談支援体制に障害当事者の相談支援

専門員が所属する相談支援事業所についての

必要性を理解し、当事者視点について学ぶこと

と、体制づくりを意識させる。 

 相談支援（ケアマネジメント）を実施するにあ

たって、サービス提供事業者等の地域資源を適

切に調整するためには、それらについての情報

を把握しネットワークを構築しておくことの

重要性について講義を行う。 

 障害児者とその家族が陥りやすい関係性をラ

イフステージごとに理解し、それぞれのステー

ジにおいて必要となる家族支援とその重要性

について概略を理解する。 

 障害児に関わる教育分野における関係する事

業（特別支援教育コーディネーター、校内委員

会等）とそれらの事業との連携について理解す

る。 

 個別の相談支援活動から見いだされる課題を

地域課題として共有し、解決に向け官民による

協働が行われる協議会の目的、仕組み、機能に

ついて講義を行う。また、各都道府県内におけ

る協議会を活用した地域課題の解決事例につ

いて報告等を行う。 

 障害当事者等により組織される団体等との連

携を図ることの必要性について理解する。 

 

３,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサービス提供

のプロセスに関する講義（３時間） 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律及び児童

福祉法（以下「障

害者総合支援法

等」）の理念・現

状とサービス提供

プロセス及びその

他関連する法律等

に関する理解 

障害者総合支援法等の目

的、基本理念や障害福祉サ

ービス等の基本的な内容を

理解する。また、障害者総

合支援法等における自立支

援給付等の仕組みを理解す

る。 

介護保険制度対象の障害者

の障害福祉サービスを利用

する場合の諸制度について

理解する。 

障害者支援における権利擁

護と虐待防止に関わる法律

を理解する。 

 

 これまでの障害福祉制度の変遷を踏まえ、障害者

総合支援法等による障害児者の自立と共生社会

の理念、その実現を図るために必要な障害福祉

サービス及び児童福祉サービス等の制度概要に

ついて講義を行う。具体的には、自立支援給付

等（障害児通所支援、障害児入所支援を含む）、

地域生活支援事業、不服申し立て、障害福祉計

画及び障害児福祉計画、（自立支援）協議会の位

置付けについてふれる。 
 CRPDを踏まえつつ介護保険制度の対象となった

障害者について、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく自立

支援給付と介護保険制度との適用関係等につい

て」（平成 19 年３月 28 日付通知）に基づき、心

身の状況やサービス利用を必要とする理由は

様々であることから一律に介護保険サービスを

優先的に利用するものとはせず、個々の事情を

踏まえる等適切な支援を提供するために必要な

制度等の知識について講義を行う。 
 障害者の権利を護るための関連制度（障害者の

権利に関する条約、障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律、障害者虐待の防止、障

害者の養護者に対する支援等に関する法律、成

年後見制度や日常生活自立支援事業等）の関係

性及び概要について講義を行う。 

 

講義 

1.5時間 

障害者の日常生 障害福祉サービス等の提供

における相談支援専門員と

 相談支援事業の成り立ち、相談支援の体系（自

立支援給付、地域生活支援事業）について理解

講義 

1.5時間 
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活及び社会生活

を総合的に支援

するための法律

及び児童福祉法

における相談支

援（サービス提

供）の基本 

サービス管理責任者及び児

童発達支援管理責任者（以

下「サービス管理責任者

等」）の役割、両者の関係性

を理解する。 

サービス提供において利用

者の権利擁護と虐待防止を

図るために相談支援専門員

とサービス管理責任者等が

果たすべき役割を理解す

る。 

するための講義を行う。 

 指定計画相談支援・指定一般相談支援・指定障

害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準に基づいて、相談支援専門員としての責務及

び業務（サービス等利用計画案等の作成、サー

ビス担当者会議の実施、サービス等利用計画等

の作成、モニタリング）を理解し、適切で質の

高いサービス提供において重要な役割を担う立

場である事を認識するための講義を行う。 

 指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び

運営に関する基準に基づいて、サービス管理責

任者等としての責務及び業務（個別支援計画の

作成、他）を理解し、適切で質の高いサービス

提供において重要な役割を担う立場であること

を認識するための講義を行う。 

 サービス提供において相談支援専門員とサービ

ス管理責任者等との連携のあり方とその重要

性、サービス等利用計画・障害児支援利用計画

（以下「サービス等利用計画等」）と個別支援計

画の関係について理解する。 

 「障害者虐待防止の手引き」等を活用し虐待防

止における相談支援専門員とサービス管理責任

者等が果たすべき役割を理解するための講義を

行う。 

 

４,ケアマネジメントプロセスに関する講義及び演習   （31.5時間） 

相
談
支
援
の
実
際
（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
を
用
い
た
相
談
支
援
プ
ロ
セ
ス
の
具
体
的

理
解
） 

   

受付及び初

期相談並び

に契約 

 

アセスメン

ト（事前評

価）及びニ

ーズ把握 

基本相談支援の実際につ

いて修得する。 

 

受付及び初期相談（イン

テーク）、契約の各場面で

求められる実践的な技術

を修得する。 

利用者の主訴を明確に

し、本人・家族等からの情

報収集とその分析を通し

て相談支援専門員として

の専門的な判断の根拠を

説明できる技術を修得す

る。 

また、アセスメントにお

いて収集した情報から、

専門職としてニーズを導

くための技術を修得す

る。 

 

 利用者及びその家族との信頼関係の構築の重

要性について講義を行う。 

 契約に関する制度上の位置づけや留意事項に

関する演習を行う。 

 受付及び初期面接の場面における相談支援の視点

と信頼関係を築くための技術（受容、共感、傾聴）

について模擬面接などを通じて修得する。その際、

真意の確認において特別な配慮を要する障害者

（知的障害児者や自閉スペクトラム症者等）と

のコミュニケーションに留意した技術を修得す

る。 

 主訴を始めとする本人に関する心身や環境等

についての情報収集とそれを基にしたアセス

メントにより、ニーズを導き出すまでの思考過

程に関する演習を行う。 

 演習によりアセスメントに必要な情報収集の項目

理解と方法・技術を修得する。（例：ジェノグラム

（注２）、エコマップの活用（注３）） 

 利用者が持つ内面的及び環境的な強みを重視

してアセスメントを行うことの重要性を理解

する。（ストレングスモデル） 

 生物・心理・社会モデルや国際生活機能分類（Ｉ

ＣＦ）等を活用し、収集した情報を的確に分析し

生活全体を捉える視点と、生活ニーズを導き出す

方法・技術を修得する。 

 

講

義・

演習

６時

間 

12

時間 

 目標の設定

と計画作成 

基本相談支援を基盤とし

た計画相談支援の実際に

ついて修得する。 

 

本人の意向とニーズを踏

まえた目標設定と目標を

 利用者及び家族の生活に対する意向及び総合

的な援助の方針を記載するにあたっての留意

点に関して演習を行う。 

 アセスメントから導いたニーズを解決するた

めの視点と達成するための目標の関係につい

て講義を行う。 

講

義・

演習 

３時

間 
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実現するためのサービス

等利用計画等の作成技術

を修得する。 

また、より適切で質の高い

サービスを提供するため

には、サービス等利用計画

と個別支援計画等との連

動が重要であることを理

解する。 

 

多職種とのアセスメント

結果の共有やサービス等

利用計画の原案に対する

専門的見知からの意見収

集の意義を理解し、サービ

ス担当者等による会議の

開催に係る具体的な方法

を修得する。 

 計画の策定の視点と手順は、本人のエンパワメ

ントを意識しつつ、①本人の力（ストレングス）

の発揮と活用、②一般社会・生活資源の活用、

③諸制度（医療・年金・就労・教育・生活保護

等）の活用、④障害福祉サービスの活用、⑤満

たされないニードの確認とそれを満たす社会

資源開発・地域づくり等、⑥制度・政策改革等、

を基本とする意味を理解するための講義を行

う。 

 インフォーマルサービスも含めた社会資源の

種類及び内容を理解するとともに、インフォー

マルサービスの活用も含めた支援内容の作成

について講義を行う。 

 一連の支援計画作成の手法・技術を修得するた

めの演習を行う。 

 サービス担当者会議を開催するに当たり、事前

の準備や開催当日の準備など、必要な業務を理

解するとともに、会議の進行の手法等に関する

演習を行う。 

 模擬サービス担当者会議を行い会議進行の手

法・技術を修得する。 

 サービス担当者会議は、利用者及び家族並びに

サービス提供事業者も含め、利用者を支援して

いくための方向性を定める場であることから、

相談支援専門員によるアセスメントの結果を

共有することの重要性を理解する。サービス等

利用計画と個別支援計画等との内容の整合性

を確認することの重要性を理解する。 

 

 評価及び終

結 

基本相談支援を基盤とし

た計画相談支援の実際に

ついて修得する。 

ケアマネジメントプロセ

スにおけるモニタリング

の意義・目的や多職種と

の連携によるサービス実

施の効果を検証すること

の重要性を理解する。 

また、検証の結果、支援が

終結されることの意義と

留意すべきことについて

理解する。 

 利用者及びその家族、サービス担当者等との継

続的な連絡や、居宅を訪問し利用者と面接する

ことの意味を理解するための演習を行う。 

 演習によりモニタリングにおける視点や手法、

状況の変化への対応の技術を修得する。 

 モニタリング結果の記録作成の意味と、記録に

あたっての留意点を理解するための講義を行

い、演習により手法を修得する。 

 評価表等を活用し目標に対する各サービスの

達成度（効果）の検証の必要性を理解し評価手

法を修得する。 

 相談支援従事者の共依存を避け、自立支援を進

める上で、相談支援の終結とセルフプランへの

移行の重要性について理解し、その作成支援に

ついての講義を行う。 

 サービス等利用計画等の再作成を行う方法に

ついて講義により理解し、演習により技術を修

得する。 

 

講

義・

演習 

３時

間 

 

実習ガイダンス 研修における実習の位置

付けと目的、実施方法を

理解し、効果的な実習に

結びつける。 

 実習は、相談支援の実践現場を通して様々なこ

とを学ぶことができる機会であるとともに、こ

れまでの講義や演習を通じて身につけた知識・

技術を試行する機会でもあり、効果的な実習に

なるようその目的について講義を行う。 

 実習の流れや実習時の心構えなどに関する講

義を行う（実習を通じて、地域毎の社会資源等

の状況や現場での倫理的課題などについても

意識を向けるよう認識する。）。 

講義 

1 時間 
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実
践
研
究 

事例の共有

と相互評価

１ 

自ら実施したアセスメン

ト及びプランニング等に

ついて、その根拠を踏ま

えて分かりやすく説明で

きる技術を修得する。 

他者からの多角的な意見

により視点が広がり、ア

セスメントが深まること

を理解する。 

 相談支援の基礎技術に関する実習 1により各自

が作成した事例情報、アセスメント及びプラン

ニングの内容について、グループ毎に共有およ

び意見交換を実施する。 

 エンパワメントの視点を盛り込んだプラン作

りになっているか、利用者が持つ内面的及び環

境的な強みを重視したアセスメントを実施で

きているか、プラン内容の根拠として収集され

た情報からのアセスメント結果が適切である

かどうか等に留意し、受講者による相互評価を

行う。 

 

事例研究 

６時間 

事例の共有

と相互評価

２ 

自ら再実施したアセスメ

ント及びプランニング等

について、その根拠を踏

まえて分かりやすく説明

できる技術を修得する。 

他者からの多角的な意見

により視点が広がり、ア

セスメントが深まること

を理解する。 

 相談支援の基礎技術に関する実習２にて各自

が実施した追加の情報収集、再アセスメント、

修正したプランニング内容について、グループ

毎に事例の共有、意見交換及び相互評価を実施

する。 

 留意事項については実践研究１に同じ。 

事例研究 

４時間 

事例研究と

サービス等

利用計画作

成 

グループによる事例研究

を通じて、サービス等利

用計画作成についての理

解を深め、技術を修得す

る。 

 実習により作成した事例より 1事例選択し、グ

ループによる再アセスメントを実施し、ニーズ

の明確化及び支援の検討を行う。選択事例の地

域に存在する社会資源を想定して具体的なサ

ービス等利用計画（障害児支援計画）を作成す

る。 

事例研究 

６時間 

研修全体の振り

返っての意見交

換、講評及びネッ

トワーク作り 

研修全体の振り返りを行

うことで、今後の学習課

題を認識し、自己研鑽意

欲を高める。 

また、研修受講者間での

ネットワークの構築を図

る。 

 研修全体の振り返りを行うにあたって、グルー

プ又は全体で意見交換を行い、専門的助言を含

めて、研修における学習の成果や今後の学習課

題への意識付けのための講義・演習を行う。 

 現場で生じうる課題への対応や共同で研修す

る機会を作るため、研修受講者間においてネッ

トワークの構築を図る。 

講義・演

習 

2.5h 

５,相談支援の基礎技術に関する実習 

相談支援（ケアマ

ネジメント）の基

礎技術に関する

実習１ 

実習現場での相談支援（ケ

アマネジメント）のプロセ

スの経験を通じて実践に

あたっての留意点や今後

の学習課題等を認識する。 

 障害福祉サービス等を利用する障害児者への

居宅訪問を行い、面接による情報収集・アセス

メント、プランニングを行う。 

  

実習 

相談支援（ケアマ

ネジメント）の基

礎技術に関する

実習２ 

実習現場での相談支援（ケ

アマネジメント）のプロセ

スの経験を通じて実践に

あたっての留意点や今後

の学習課題等を認識する。 

 実践研究１（事例の共有と相互評価１）におけ

る相互評価を踏まえ、必要に応じて追加の情

報収集及び再アセスメントを実施し、プラン

ニング内容の修正を行う。 

実習 

地域資源に関す

る情報収集 

相談支援（ケアマネジメン

ト）に活用する地域資源の

実際について理解する 

 地域（市町村・障害保健福祉圏域等）における

地域資源（公的機関、障害福祉サービス・障害

児支援サービス提供事業所、（自立支援）協議

会）など）に関する情報を収集し、所定の書式

に記録する。 

実習 

（注１）対人援助にかかわる援助者に求められる 7つの行動規範のこと。１．個別化（利用者の生活問題の

個別性を理解する）、２．意図的な感情表出（利用者の自由な感情表出を促すよう意図的にかかわ

る）、３．統制された情緒的関与（援助者自身の感情を自覚的にコントロールして利用者に反応す

る）、４．受容（利用者の「あるがまま」を受け入れる）、５．非審判的態度（援助者の価値観によっ

て利用者を一方的に非難しない）、６．自己決定（利用者の自己決定を尊重する）、７．秘密保持（利

用者に関する情報を不必要に漏らさない）という 7つの原則からなる。 

（注２）ソーシャルワークアセスメントの際に、家族の状況を視覚化し、把握するために、主に介護、
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障害、医療、教育の分野で、援助者が、利用者を中心とした親族・家族関係（婚姻や血縁関係な

どの事実に基づく）を理解するために作成される図のこと。 

（注３）主に介護、障害、医療、教育の分野で、援助者が、利用者とその家族が現在どのような状況に

置かれているのかを把握するために、関係者・関係機関・社会資源（周辺からの情報や個人の見

方により作成される）との関係性を図式化したもの。 
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（別表２） 

相談支援従事者現任研修標準カリキュラム（座長）案 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

１,障害福祉の動向に関する講義（１．５時間） 

障害者の日常生活

及び社会生活を総

合的に支援するた

めの法律及び児童

福祉法等の現状 

 

障害者総合支援法及び児童

福祉法に関する最新の動

向、障害児者及びその家族

等の地域生活を支援してい

くにあたって、関連する制

度等を理解する。 

 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正等の状

況やその他関連施策の最新の動向に関する講義

を行う。 
 介護保険制度の対象となった障害者に適切

な支援を提供するために必要な制度等の知

識について講義を行う。 

 

講義 

1.5時間 

２,相談支援の基本姿勢及びケアマネジメントの展開に関する講義（３時間） 

本人を中心とした支

援におけるケアマネ

ジメント及びコミュ

ニティソーシャルワ

ークの理論と方法 

 

 

相談支援の基本姿勢等を再

確認するとともに、個別の

相談援助技術と地域援助技

術の役割とそのつながりに

ついて理解する。 

 

 本人を中心とした支援における個別の相談支援

の基本姿勢（①共生社会の実現（ノーマライ

ゼーションからソーシャルインクルージョ

ン） 、②自立と社会参加、③当事者主体（本

人中心支援）、意思決定の配慮、④地域におけ

る生活の個別支援、⑤エンパワメントなど）

について再確認するとともに、ミクロ及びメゾ

レベルからマクロレベルに焦点を当てた視

点等を含む地域を基盤としたソーシャルワー

クの理論と実践方法について講義を行う。 

 障害の理解に当たっては社会モデルを基本とす

ること、医学モデル支援の位置づけを実践の振

り返りから確認する。 

 基本的視座として、本人の生活の場で展開さ

れる援助、援助対象の拡大、予防的かつ積極

的アプローチ、多職種連携（チームアプロー

チ）、ネットワークなどについて解説する。 

・具体例として、（自立支援）協議会を活用した個

別事例の支援からの地域課題の把握、課題の共

有、課題解決に向けた地域づくりや資源開発のた

めの協議、地域への働きかけや政策的な提言に至

る一連のプロセスと相談支援専門員の役割につ

いて解説する。 

 

講義 

3時間 

３,人材育成の手法に関する講義（１．５時間） 

事例研究及びスーパ

ービジョンによる人

材育成の理論と方法 

 

 

 

相談支援専門員の人材育

成方法としての経験から

学ぶ省察的思考の重要性

について理解する。具体

的な実施方法として事例

研究及びスーパービジョ

ンの理論と方法について

理解する。 

 事例研究などによる経験から学ぶ省察的思

考の重要性とその効果を高めるスーパービ

ジョンの役割について講義を行う。 

 実践に基づいた事例研究の理論と方法について

理解するための講義を行う。事例研究の具体的

な意義と目的として、①事例を深める、②実践

を追体験する、③援助の質を向上させる、④援

助の原則を導き出す、⑤実践を評価する、⑥連

携のための援助感や援助方針を形成する、⑦援

助者を育てる、⑧組織を育てる等について解説

する。また、事例研究の基本的プロセスと留意

事項について解説する。 

 人材育成におけるスーパービジョンの理論と方

法について理解するための講義を行う。（教

講義 

1.5時間 



26 

 

育、支持、管理の各機能についての解説及び個

別、グループ、ライブ、ピア、セルフ等の実施

方法とその長所・短所等について解説する。） 

４,相談支援に関する講義及び演習 （１８時間） 

個別相談支援とケア

マネジメント 

本人を中心とした個別の相

談支援の実践に必要な相談

支援の技術について説明出

来る。 

自身の個別の相談支援実践

について振り返り、維持・

向上すべきことに気づく。 

個別の相談支援の実践事例

を振り返り、検討すること

で個別相談支援の能力の向

上を図る 

 個別の相談支援における関係性の理解、自他尊

重などについての自己覚知を行い、①信頼関係

の構築、②意思決定（本人を中心とした支

援）、③モニタリングの機能について再確認し

理解を深めるための講義を行う。 

 上記講義を踏まえ、自身による個別の相談支援

の実践についての振り返り及び自己評価を行

う。自己評価により維持・向上すべき技術等に

ついての気づきを得る。自己評価を他者と共有

する事により気づきの幅を広げる。 

 各受講者の相談支援事例を活用し事例研究を行

う。発表事例の支援経過に対して、①本人の

意向が明確になり優先されているか、②本人

の言葉の意味の吟味ができているか、③支援

者の都合が優先されていないか、④多職種連

携が適切に図られているか⑤既存の社会資源

だけで調整されていないか、⑥結論に誘導す

るような調整になっていないか等について、

自己評価を含め、総合的な視点で検討する。 

 

講義及び 

演習 

６時間 

相談援助に求められ

るチームアプローチ

（他職種連携） 

多職種に対する理解・尊重

に基づいてチームを組織

し、円滑に機能させるため

の技術の向上を図る。 

 利用者及びその家族の支援に対し、チームアプ

ローチの意義を再確認すると共に、チームマネ

ジメントの技術を向上させるための講義を行

う。 

 上記講義を踏まえ、自身によるチームアプロー

チの実践についての振り返り及び自己評価を行

う。自己評価により維持・向上すべき技術等に

ついての気づきを得る。自己評価を他者と共有

する事により気づきの幅を広げる。 

 各受講者の相談支援事例を活用し事例研究を行

う。発表事例の支援経過に対して、チームア

プローチに際し、チームを組成する各種の専門

性と各々に求められる役割を理解するととも

に、チームにおける相談支援従事者の役割を理

解し、利用者の意思決定に配慮したチーム運営

において想定される課題や対応策を含め、チー

ムを円滑に機能させるために必要な知識・技術

を向上させるための協議を行う。 

講義及び 

演習 

６時間 

地域をつくる相談

支援（コミュニティ

ワーク）の実践 

地域をつくる相談支援の実

践に必要な価値、知識、技

術について理解を深める。 

自身の地域をつくる相談支

援実践について振り返り、

維持・向上すべきことに気

づく。 

 地域を作る相談支援の実

践事例を活用し検討するこ

とで地域援助の能力を獲得

する。 

 利用者の個別のニーズから地域課題を見出

し、地域課題の解決に向けて、利用者個人

を支える地域をつくるための地域への働き

かけや地域支援ネットワークの構築と活用

方法の理解を深めるための講義を行う。 

 上記講義を踏まえ、自身による地域をつくる相

談支援の実践についての振り返り及び自己評価

を行う。自己評価により維持・向上すべき技術

等についての気づきを得る。自己評価を他者と

共有する事により気づきの幅を広げる。 

 各受講者の相談支援事例を活用し事例研究を行

う。発表事例の支援経過に対して、①地域課題

が個別の支援から見出されているか、②地域

の特性が把握されているか、③課題が明確化

されているか、④課題の地域の中で共有がな

講義及び 

演習 

６時間 
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されているか、⑤課題解決の優先順位が明確

か、長期、短期の目標が設定されているか、

⑥誰が何を担うかなど具体的計画が策定され

ているか、⑦既存の社会資源を十分に活用で

きているか⑧欠けている社会資源について政

策提言など社会行動が出来ているか⑨計画の

達成度や自身の活動について評価出来ている

か等について総合的な視点で検討する。 

 障害のある相談支援従事者との連携体制の

必要性と設置、連携意義について具体的に

検討する。 
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（別表３） 

専門コース別研修標準カリキュラム 

１．障害児支援 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

１．各種制度の概要及び障害児の生活ニーズを理解する。（講義） 

テーマを決めて概要

を説明 

（講義Ⅰ） 

（例）発達障害の概要を理

解する。 

発達障害の定義、診断基準などの説明 ４５分 

障害の特性理解 

（講義Ⅱ） 

（例）発達障害の生活ニ 

ーズを理解する。 

障害当事者、家族、支援者等による事例紹介 １．０ 

関係機関等の理解 

（講義Ⅲ） 

（例）発達障害児を支援

する上で必要な関係機関を

理解する。 

・保健・医療機関 

・教育機関 

・福祉機関（保育所、発達障害支援センター、相

談支援事業所） 

４５分 

２．障害児支援における相談支援（演習） 

実践事例の報告 

（演習Ⅰ） 

障害児支援における相談

支援の役割と関わり方を

獲得する。 

・相談支援従事者における障害児家族支援の状

況の実践報告を受け、グループワークを通して確

認する。 

・実践報告の事例を通して、療育・教育・相談支 

援従事者等の連携を確認する。 

１．５ 

事例を活用し実際に

支援体制を組み立て

る（演習Ⅱ） 

具体的に事例を使い障害

児支援の体制作りを獲得

する。 

・受講者の事例を持ち寄りそれぞれの抱えている

課題を共有する。 

・グループで1事例選択し、課題解決に向けた支援 

体制作りを検討する。 

・グループごとに検討した内容を発表し全体で共

有する 

・全体の共有の後に各グループで再度振り返りを 

する。 

１．５ 

総括 研修のポイントの再確認 ・自己の事例を振り返る。 

・グループ内で自己の振り返りを共有 

１．０ 

合 計 ６．５ 
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２．権利擁護・成年後見制度 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

1日目 1.各種法制度の概要及び相談支援従事者の役割を理解する。（講義） 

法制度の概要 権利擁護に関する各種法

制度の基本的な理解を深

める。 

・障害者権利条約、障害者虐待防止法等の法制度

概要 

・成年後見制度、日常生活自立支援事業の制度概 

要 

２．５ 

権利侵害・虐待 虐待の定義、実情の理解

を深める。 

・虐待の定義、内容 

・権利侵害の状況 

１．０ 

各機関の役割 関係機関の役割を学ぶ。 ・弁護士等の職能団体、都道府県権利擁護センタ

ー 、行政等の関係機関の職務、職域概要 

１．０ 

実践事例報告 

（シンポジウム形

式 ） 

相談支援事業所の役割、

関係機関との連携につい

て学ぶ。 

・障害児者への虐待、権利侵害事例に対する具

体的実践 

・協議会の活用 

・関係機関の役割分担、連携方法 

２．５ 

2日目 2.相談支援に必要な権利擁護の視点（演習） 

実践事例の報告 

（演習Ⅰ） 

相談支援の役割、関係機

関との連携等による支援

方法の視点を広げる。 

・障害児者の権利を保障する支援方法や介入、

機関連携について、グループワークを行う。 

３．０ 

事例を活用し実際に

支援体制を組み立て

る（演習Ⅱ） 

具体的に事例を使い権利

擁護、虐待防止の支援体

制作り（地域連携）を検

討する。 

・グループで1事例選択し、課題解決に向けた支援

体制作りを検討する。 

・グループ発表し、全体で共有し、再度振り返 

る。 

３．０ 

総 括 研修のポイントの再確認 ・自己の事例について、アドボカシーやエンパワ

メント等の視点を含め、相談支援の実践を振り返

る。 

・グループ内で自己の振り返りを共有 

１．０ 

合 計 １４ 
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３．地域移行・定着、触法 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

1日目 1．各種法制度の概要及び相談支援従事者の役割を理解する。（講義） 

法制度の概要 障害者の地域移行に必要

な各種法制度の基本的な

理解を深める。 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律等を主とした法制度の概要 

・地域生活支援に関する制度（住宅政策、日常生 

活自立支援事業等）の概要 

４５分 

都道府県及び市町村

の地域移行支援状況 

地域移行の現状、地域の

支援体制を理解する。 

・地域移行の流れや関係者の役割等 

・地域の実情や支援体制の説明 

４５分 

障害者及び家族の理

解 

障害者や家族の基本的特

性を理解する。 

・家族支援の在り方 等 １．０ 

1日目 2．障害者地域移行支援における相談支援（演習） 

実践事例の報告 

（演習Ⅰ） 

障害者の地域移行におけ

る相談支援の役割と関わ

り方を獲得する。 

・相談支援従事者による地域移行支援の状況の

実践報告を受け、グループワークを通して確認す

る。 

・実践報告の事例を通して、地域での関係機関と 

相談支援従事者等の連携を確認する。 

１．５ 

事例を活用し実際に

支援体制を組み立て

る（演習Ⅱ） 

具体的に事例を使い障害

者の地域移行の体制作り

を獲得する。 

・受講者が事例を持ち寄り、それぞれの抱えてい

る課題を共有する。 

・グループで1事例選択し、課題解決に向けた支援 

体制作りを検討する。 

・グループごとに検討した内容を発表し全体で共

有する。 

・全体の共有の後に各グループで再度振り返りを 

する。 

１．５ 

総 括 研修のポイントの再確認 ・自己の事例を振り返る。 

・グループ内で自己の振り返りを共有 

１．０ 

2日目 1．各種法制度の概要及び相談支援従事者の役割を理解する。（講義） 

法制度の概要 触法障害者に関わる各種

法制度の基本的な理解を

深める。 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律・心神喪失者等医療観察法・少年

法、地域生活定着支援事業等を主とした法制度の

概要や仕組みの説明 

４５分 

触法障害者等への支

援状況 

地域の触法障害者の生活

状況、支援体制を理解す

る。 

・触法障害者への支援導入の流れや関係者の役割

等の説明 

・地域生活定着支援センターの支援状況の説明 

・地域の実情や支援体制の説明 

４５分 

触法障害者及びその 触法障害者や家族の基本 ・触法障害者の障害特性 １．０ 
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家族の理解 的特性を理解する。 ・家族支援の在り方 
 

2日目 2．触法障害者支援における相談支援（演習） 

実践事例の報告 

（演習１） 

触法障害者支援における

相談支援の役割と関わり

方を獲得する。 

・相談支援事業における触法障害者支援の状況

の実践報告を受け、グループワークを通して確認

する。 

・実践報告の事例を通して、保護観察官、社会復 

帰調整官、保護司、教育関係者、相談支援従事者

等の連携を確認する。 

１．５ 

事例を活用し実際に

支援体制を組み立て

る（演習２） 

具体的に事例を使い触法

障害者支援の体制作りを

獲得する。 

・受講者の事例を持ちよりそれぞれの抱えている

課題を共有する。 

・グループで1事例選択し、課題解決に向けた支援 

体制作りを検討する。 

・グループごとに検討した内容を発表し全体で共

有する。 

・全体の共有の後に各グループで再度振り返りを 

する。 

１．５ 

総 括 研修のポイントの再確認 ・自己の事例を振り返る。 

・グループで自己の振り返りを共有 

１．０ 

合 計 １３ 
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４．セルフマネジメント 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

１．セルフマネジメントの概要及びその支援について理解する。（講義） 

セルフマネジメント

概論 
当事者運動の背景を学

び 、当事者主体、セルフ

マネジメント支援につい

ての理解を深める。 

・障害者の当事者運動の歴史 

・セルフマネジメント及び支援の概要 

４５分 

エンパワメント概論 エンパワメント及びその

支援について理解を深め

る。 

・障害児者（家族含む）のエンパワメントを支援

する視点、アプローチ 

４５分 

実践事例報告 当事者や支援者からの実

践報告を受け、セルフマ

ネジメント支援における

相談支援事業所の役割を

学ぶ。 

・セルフマネジメントによる生活の実際、課題提

起 

・セルフマネジメントの実現に向けた相談支援の 

展開 

１．５ 

２．セルフマネジメント支援における相談支援従事者の役割を学ぶ（演習） 

セルフマネジメント

支援における相談支

援従事者の役割（演

習Ⅰ） 

障害者のセルフマネジメン

トを支援する上での役割を

学ぶ。 

・講義等を参考として、自己の相談支援を振り返

る。また、セルフマネジメントにおける相談支援

従事者の役割について考える。 

・グループ内で発表し、整理、共有する。 

１．５ 

セルフマネジメント

支援における相談支

援従事者の役割（演

習Ⅱ） 

障害者のセルフマネジメン

トを支援する上での役割を

学ぶ。 

・グループで検討した相談支援従事者の役割を全

体発表し、共有する。 

・その後、グループで再度確認する。 

１．０ 

総 括 研修のポイントの再確認 ・セルフマネジメント支援における相談支援従事

者の役割について整理する。 

・グループ内で自己の振り返りを共有 

１．０ 

合 計 ６．５ 
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５．スーパービジョン・管理・面接技術 

科 目 獲 得 目 標 内 容 時間数 

１．スーパービジョンの意義と活用を理解する。（講義） 

スーパービジョンの

概要 
スーパービジョンに関する

基本的な理解を深める。 

・障害者福祉の実践におけるスーパービジョンの

意義 

・スーパービジョンの機能と構造 

１．０ 

スーパービジョンの

活用 

スーパービジョンの具体的

な技術を理解する。 

・スーパービジョンの場面 

・技法 

１．５ 

２．スーパービジョンの実際と活用（演習） 

スーパービジョンの

実際 

（演習Ⅰ） 

実際の場面におけるスーパ 

ービジョンの構造を理解

する。 

・受講者の持ち寄った事例を通して、グループ内

で機能や構造を確認する。 

１．０ 

スーパービジョンの

活用 

（演習Ⅱ） 

事例を通して、スーパービ

ジョンの場面を確認し、

機能を理解する。 

・グループで1事例選択し、課題解決に向けた支援

体制作りを検討する。 

・検討した支援体制を想定し、ロールプレイで確 

認する。 

・ロールプレイで確認できたことを踏まえ、支援

体制を修正する。 

・グループごとに検討した内容を発表し全体で共 

有する。 

・全体の共有の後に各グループで再度振り返りを

する。 

２．０ 

総括 研修のポイントの再確認 ・自己の事例を振り返る。 

・グループ内で自己の振り返りを共有 

１．０ 

合 計 ６．５ 
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（別紙１） 

第 号 

修 了 証 書 

氏 名 

生年月日 

あなたは、厚生労働省の定める相談支援従事者研修を修了したことを証します。 

平成 年 月 日 

○○○知事 

○ ○ ○ ○ 
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（別紙２） 

第 

号 

修 了 証 書 

氏 名 

生年月日 

あなたは、厚生労働省が定めるところにより当該研修事業者が○○○知事の指定を受けて行

う相談支援従事者研修を修了したことを証します。 

平成 年 月 日 

（指定された事業者名） 

代 表 ○ ○ ○ ○ 
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（参考１） 

                                                                                                                                                                                                                          

「相談支援の質の向上に向けた検討会」開催要綱 

 

１ 趣旨 

  計画相談支援については、平成 27 年 12 月に取りまとめられた社会保障審議会障害

者部会報告書を受け、平成 28年３月から７月に「相談支援の質の向上に向けた検討会」

を開催し、取りまとめ（平成 28年７月 19日）を行った。 

取りまとめにおいて示された相談支援専門員の資質の向上については、現行の研修を

充実させ、効果的な実地研修（OJT）を組み込むべきとの方向性が示され、さらに厚生

労働科学研究「相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究」（平成 28年

度から平成 29 年度まで）により初任者研修及び現任研修に必要な要素を整理し、研修

のモデルプログラムの開発をしたところである。 

その後、平成 30年 10月の社会保障審議会障害者部会において、研修項目や障害当事

者の負担軽減等についての議論が行われた。これを受け、各都道府県における研修の円

滑な実施に当たり、これまでの検討結果を踏まえ、必要な研修項目及び時間数の調整、

研修受講における障害当事者への配慮事項等について検討を行うため、開催要綱を一部

改正のうえ、「相談支援の質の向上に向けた検討会」を開催する。 

 

２ 主な検討事項 

（１）研修項目に関する事項 

○ 相談支援専門員が必要とする価値・知識・技術を獲得できる研修項目及び時間数

について 

（２）研修受講における配慮に関する事項 

○ 障害当事者が研修を受講する場合の適切な配慮について 

 

３ 構成等 

（１） 検討会の構成員は別添のとおりとする。 

（２） 検討会に座長及び副座長を置き、構成員互選によりこれを定める。 

 

４ スケジュール 

  平成 31 年２月 14 日に第６回を開催し、平成 30 年度中を目途に３回程度開催する。 

 

５ その他 

  会議は原則公開とし、資料及び議事概要は公表する。 

庶務は厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において行う。 
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（別添） 

「相談支援の質の向上に向けた検討会」構成員名簿 
（平成 31年２月 14日現在） 

 

阿部 一彦（社会福祉法人日本身体障害者団体連合会会長） 

 

今井 忠（一般社団法人日本発達障害ネットワーク（JDDnet）理事） 

 

今村 登（特定非営利活動法人自立生活センターSTEPえどがわ理事長） 

 

内布 智之（一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構代表理事） 

 

大濱 眞（公益社団法人全国脊髄損傷者連合会代表理事） 

 

小澤 温（筑波大学人間系教授） 

 

小幡 恭弘（公益社団法人全国精神保健福祉会連合会事務局長） 

 

○門屋 充郎（特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会顧問） 

 

◎熊谷 晋一郎（東京大学先端科学技術研究センター准教授） 

 

鈴木 孝幸（社会福祉法人日本盲人会連合理事） 

 

田中 正博（全国手をつなぐ育成会連合会統括） 

  

玉木 幸則（特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会顧問） 

 

冨岡 貴生（公益財団法人日本知的障害者福祉協会相談支援部会副部会長） 

 

中西 正司（特定非営利活動法人当事者エンパワメントネットワーク理事長） 

 

松本 正志（一般財団法人全日本ろうあ連盟福祉・労働委員会委員） 

 

三浦 貴子（社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会制度・予算対策委員長） 

（五十音順、敬称略） 

（以上１６名） 

◎は座長 ○は副座長 
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（参考２） 

 

検討経緯 

 

平成 31年２月 14日 第６回  

○ 相談支援従事者初任者及び現任研修制度改定の経緯と内容について 

○ 意見交換 

   

平成 31年２月 28日 第７回 

○ 第６回検討会の議論の整理 

○ 相談支援従事者初任者研修標準カリキュラム案についての意見交換 

○ その他 

 

平成 31年３月 21日 第８回 

○ 第７回検討会の議論の整理 

○ 相談支援従事者研修実施要綱案及び標準カリキュラム案（座長案）

についての意見交換 

○ その他 

 

平成 31年３月 28日 第９回  

○ 議論のとりまとめ 

 

 


